
    可児市教育委員会いじめ重大事態調査委員会　委員名簿（敬称略）

学識経験者
（委員長）

医師
（副委員長）

弁護士

社会福祉士

臨床心理士

学校心理士

可児市子どものいじめの防止に関する条例（抜粋）

（調査委員会の組織等）

第21条　調査委員会の委員（以下「調査委員会委員」という。）は、６人以内とします。

２　調査委員会委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱します。

　(1)　弁護士

　(2)　医療、心理又は福祉に関する知識及び経験を有する者

　(3)　学識経験者

　(4)　その他教育委員会が必要と認める者

３～５　（略）

令和５年４月１日
～

令和７年３月31日

令和５年４月１日
～

令和７年３月31日

任期氏　　　名

宮本　正一

児玉　佳也

鈴木　友美

徳広　圭子

石丸　千絵

早川　貞子

令和５年４月１日
～

令和７年３月31日

令和５年４月１日
～

令和７年３月31日

令和５年４月１日
～

令和７年３月31日

令和５年４月１日
～

令和７年３月31日


